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 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ

こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ３ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子   

横 浜 市 条 例 第 ８ 号  

   横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る  

   条 例  

第 １ 条  横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 14 年 12 月 横 浜

市 条 例 第 58 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 92 条 第 １ 項 中 「 第 18 条 の 15 第 １ 項 」 を 「 第 18 条 の 17 第 １ 項 」

に 、 「 第 ２ 条 第 12 項 」 を 「 第 ２ 条 第 11 項 」 に 改 め る 。  

  第 94 条 及 び 第 94 条 の ２ 中 「 第 18 条 の 15 第 １ 項 」 を 「 第 18 条 の 17

第 １ 項 」 に 改 め る 。  

第 ２ 条  横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

  第 28 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 排 水 指 定 物 質 」 の 次 に 「 の う ち 、 排 出

を 防 止 す べ き も の と し て 規 則 で 定 め る 物 質 の 種 類 」 を 加 え る 。  

  第 70 条 の ３ 第 １ 項 た だ し 書 中 「 非 常 災 害 の た め に 必 要 な 応 急 措

置 と し て 行 う 」 を 「 次 に 掲 げ る 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え

る 。  

  (1)  土 壌 の 掘 削 を 伴 わ な い 土 地 の 形 質 の 変 更  

  (2)  通 常 の 管 理 行 為 、 軽 易 な 行 為 そ の 他 の 行 為 で あ っ て 規 則 で

定 め る 土 地 の 形 質 の 変 更  

  (3)  非 常 災 害 の た め に 必 要 な 応 急 措 置 と し て 行 う 行 為  

  第 75 条 第 １ 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

   た だ し 、 当 該 許 可 に 係 る 事 項 を 超 え な い 範 囲 の 変 更 で あ っ て

規 則 で 定 め る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

  第 76 条 中 「 同 条 第 ２ 項 第 １ 号 又 は 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 項 の 」 を 「

次 に 掲 げ る 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 各 号 を 加 え る 。  

  (1)  第 72 条 第 ２ 項 第 １ 号 又 は 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 項 の 変 更  

  (2)  前 条 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 変 更  

  第 86 条 第 １ 項 中 「 特 定 小 規 模 施 設 を 設 置 し よ う 」 を 「 特 定 小 規

模 施 設 （ 規 則 で 定 め る も の を 除 く 。） を 設 置 し よ う 」 に 改 め る 。  

  第 89 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  （ 定 義 ）  

 第 89 条  こ の 節 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

  (1)  石 綿 含 有 建 築 材 料  吹 付 け 石 綿 そ の 他 の 石 綿 を 含 有 す る 建

築 材 料 で 規 則 で 定 め る も の を い う 。  

  (2)  石 綿 排 出 作 業  石 綿 含 有 建 築 材 料 が 使 用 さ れ て い る 建 築 物
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等 を 解 体 し 、 改 造 し 、 又 は 補 修 す る 作 業 の う ち 、 そ の 作 業 の

場 所 か ら 排 出 さ れ 、 又 は 飛 散 す る 石 綿 が 大 気 の 汚 染 の 原 因 と

な る も の と し て 規 則 で 定 め る も の を い う 。  

  (3)  石 綿 排 出 工 事  石 綿 排 出 作 業 を 伴 う 建 設 工 事 を い う 。  

  第 89 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

  （ 石 綿 排 出 作 業 に よ る 大 気 の 汚 染 の 防 止 ）  

 第 89 条 の ２  石 綿 排 出 工 事 の 発 注 者 （ 石 綿 排 出 工 事 の 注 文 者 で 、

他 の 者 か ら 請 け 負 っ た 石 綿 排 出 工 事 の 注 文 者 以 外 の も の を い う

。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。 ） 、 元 請 業 者 （ 発 注 者 か ら 直 接 石

綿 排 出 工 事 を 請 け 負 っ た 者 を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。

） 若 し く は 下 請 負 人 （ 石 綿 排 出 工 事 の 元 請 業 者 か ら 当 該 石 綿 排

出 工 事 の 全 部 又 は 一 部 （ 石 綿 排 出 作 業 を 伴 う も の に 限 る 。 以 下

こ の 節 に お い て 同 じ 。 ） を 請 け 負 っ た 他 の 者 （ そ の 請 け 負 っ た

石 綿 排 出 工 事 が 数 次 の 請 負 契 約 に よ っ て 行 わ れ る と き は 、 当 該

他 の 者 の 請 負 契 約 の 後 次 の 全 て の 請 負 契 約 の 当 事 者 で あ る 請 負

人 を 含 む 。 ） を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 自 主 施

工 者 （ 石 綿 排 出 工 事 を 請 負 契 約 に よ ら な い で 自 ら 施 工 す る 者 を

い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。 ） は 、 当 該 石 綿 排 出 工 事 に お

け る 石 綿 排 出 作 業 に よ る 大 気 の 汚 染 の 防 止 に 努 め な け れ ば な ら

な い 。  

  第 91 条 第 １ 項 中 「 石 綿 排 出 作 業 を 伴 う 建 設 工 事 を 施 工 す る 者 又

は 当 該 建 設 工 事 の 発 注 者 」 を 「 石 綿 排 出 工 事 の 発 注 者 、 元 請 業 者

若 し く は 下 請 負 人 又 は 自 主 施 工 者 」 に 、 「 当 該 石 綿 排 出 作 業 」 を

「 当 該 石 綿 排 出 工 事 に お け る 石 綿 排 出 作 業 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項

中 「 建 設 工 事 を 施 工 す る 者 又 は 当 該 建 設 工 事 の 発 注 者 」 を 「 石 綿

排 出 工 事 の 発 注 者 、 元 請 業 者 若 し く は 下 請 負 人 又 は 自 主 施 工 者 」

に 、 「 と る 」 を 「 執 る 」 に 改 め る 。  

  第 92 条 第 １ 項 中 「 石 綿 排 出 作 業 （ 」 を 「 石 綿 排 出 工 事 の 発 注 者

又 は 自 主 施 工 者 （ 次 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） は 、 当 該 石 綿 排

出 工 事 に お け る 石 綿 排 出 作 業 （ 規 則 で 定 め る も の 及 び 」 に 改 め 、

「 特 定 粉 じ ん 排 出 等 作 業 」 の 次 に 「 に 該 当 す る も の 」 を 加 え 、 「

を 伴 う 建 設 工 事 の 発 注 者 又 は 当 該 建 設 工 事 を 請 負 契 約 に よ ら な い

で 自 ら 施 工 す る 者 （ 次 項 に お い て 「 当 該 建 設 工 事 の 発 注 者 等 」 と

い う 。 ） は 、 当 該 石 綿 排 出 作 業 」 を 削 り 、 同 項 た だ し 書 を 削 り 、

同 項 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

  (1)  当 該 石 綿 排 出 工 事 の 発 注 者 及 び 元 請 業 者 又 は 自 主 施 工 者 の

氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の

氏 名  

  (2)  当 該 石 綿 排 出 工 事 の 場 所  

  (3)  当 該 石 綿 排 出 作 業 の 対 象 と な る 建 築 物 等 の 部 分 に お け る 石
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綿 含 有 建 築 材 料 の 種 類 並 び に そ の 使 用 箇 所 及 び 使 用 面 積  

  (4)  当 該 石 綿 排 出 作 業 の 種 類  

  (5)  当 該 石 綿 排 出 作 業 の 実 施 の 期 間  

  第 92 条 第 １ 項 中 第 ６ 号 を 第 ７ 号 と し 、 第 ５ 号 の 次 に 次 の １ 号 を

加 え る 。  

  (6)  当 該 石 綿 排 出 作 業 の 方 法  

  第 92 条 第 ２ 項 中 「 前 項 た だ し 書 の 場 合 に お い て 、 当 該 建 設 工 事

の 発 注 者 等 」 を 「 災 害 そ の 他 非 常 の 事 態 の 発 生 に よ り 前 項 に 規 定

す る 石 綿 排 出 作 業 を 緊 急 に 行 う 必 要 が あ る 場 合 に お け る 当 該 石 綿

排 出 作 業 を 伴 う 石 綿 排 出 工 事 の 発 注 者 又 は 自 主 施 工 者 」 に 改 め る

。  

  第 92 条 の ２ を 削 る 。  

  第 93 条 の 見 出 し 中 「 測 定 」 を 「 測 定 等 」 に 改 め 、 同 条 中 「 石 綿

排 出 作 業 を 伴 う 建 設 工 事 を 施 工 す る 者 」 を 「 石 綿 排 出 工 事 の 元 請

業 者 又 は 自 主 施 工 者 」 に 、 「 当 該 石 綿 排 出 作 業 」 を 「 当 該 石 綿 排

出 工 事 に お け る 石 綿 排 出 作 業 （ 規 則 で 定 め る も の を 除 く 。 ） 」 に

改 め 、 同 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

  （ 石 綿 排 出 作 業 の 完 了 に 係 る 報 告 ）  

 第 93 条 の ２  前 条 の 規 定 に よ る 測 定 を 行 っ た 石 綿 排 出 工 事 の 元 請

業 者 は 、 当 該 石 綿 排 出 工 事 に お け る 石 綿 排 出 作 業 が 完 了 し た と

き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 石 綿 排 出 工 事 の 発 注 者

に 対 し 、 前 条 の 規 定 に よ る 測 定 の 結 果 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項

に つ い て 書 面 に よ り 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

  第 94 条 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

  (1)  当 該 作 業 を 伴 う 石 綿 排 出 工 事 の 発 注 者 及 び 元 請 業 者 又 は 自

主 施 工 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ

の 代 表 者 の 氏 名  

  (2)  当 該 作 業 を 伴 う 石 綿 排 出 工 事 の 場 所  

  (3)  当 該 作 業 の 実 施 の 期 間  

  (4)  当 該 作 業 に 係 る 第 93 条 の 規 定 に よ る 測 定 の 結 果  

  第 94 条 の ２ 及 び 第 95 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  （ 石 綿 排 出 作 業 の 届 出 等 に 係 る 勧 告 ）  

 第 94 条 の ２  市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 該

当 す る 者 に 対 し 、 必 要 な 措 置 を 執 る よ う 勧 告 す る こ と が で き る

。  

  (1)  第 92 条 又 は 前 条 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 届 出

を し た と き 。  

  (2)  第 93 条 の 規 定 に よ る 測 定 、 記 録 及 び 保 存 を し て い な い と き  

   。  

  （ 発 注 者 等 の 配 慮 ）  
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 第 95 条  石 綿 排 出 工 事 の 発 注 者 は 、 当 該 石 綿 排 出 工 事 の 元 請 業 者

に 対 し 、 施 工 方 法 、 工 期 、 工 事 費 そ の 他 当 該 石 綿 排 出 工 事 の 請

負 契 約 に 関 す る 事 項 に つ い て 、 当 該 石 綿 排 出 工 事 に お け る 石 綿

排 出 作 業 が 第 90 条 の 指 導 基 準 に 適 合 す る こ と 及 び 当 該 元 請 業 者

が 第 93 条 の 規 定 に よ る 測 定 を 行 う こ と を 妨 げ る お そ れ の あ る 条

件 を 付 さ な い よ う 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。  

 ２  前 項 の 規 定 は 、 石 綿 排 出 工 事 の 元 請 業 者 又 は 下 請 負 人 が 当 該

石 綿 排 出 工 事 の 全 部 又 は 一 部 を 他 の 者 に 請 け 負 わ せ る と き に つ

い て 準 用 す る 。  

  第  101 条 中 「 に 規 定 す る 」 を 「 の 」 に 改 め る 。  

  第  126 条 第 １ 項 中 「 同 条 第 １ 項 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 」 を 「 同

条 第 １ 項 各 号 」 に 、 「 の 変 更 を し よ う と す る と き は 、 そ の 変 更 の

日 の 30 日 前 ま で 」 を 「 を 変 更 し た と き は 、 そ の 日 か ら 起 算 し て 30

日 以 内 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 を 削 る 。  

  第  156 条 第 １ 項 中 「 第 91 条 第 ２ 項 」 の 次 に 「 、 第 94 条 の ２ 」 を

加 え る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ３ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

 (1)  第 １ 条 中 第 92 条 第 １ 項 の 改 正 規 定 （ 「 第 ２ 条 第 12 項 」 を 「 第

２ 条 第 11 項 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ）  公 布 の 日  

 (2)  第 １ 条 の 規 定 （ 前 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）  令 和 ３ 年 ４ 月

１ 日  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る

条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 70 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 は 、 横

浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第

70 条 第 ２ 項 に 規 定 す る ダ イ オ キ シ ン 類 管 理 対 象 地 内 に お い て 、 こ

の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 起 算 し て 30 日

を 経 過 す る 日 以 後 に 土 地 の 形 質 の 変 更 （ 条 例 第 62 条 に 規 定 す る 土

地 の 形 質 の 変 更 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 着 手 す る 者 に つ い て 適 用

し 、 同 日 前 に 土 地 の 形 質 の 変 更 に 着 手 す る 者 に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。  

３  新 条 例 第 86 条 第 １ 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 特 定 小 規 模 施 設 （

条 例 第 83 条 に 規 定 す る 特 定 小 規 模 施 設 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 設

置 し よ う と す る 事 業 者 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 特 定 小 規 模 施

設 を 設 置 し よ う と す る 事 業 者 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

４  第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る

条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第 86 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出



                     横 浜 市 報    号外第１ 令和３年３月５日 

27 

が さ れ た 特 定 小 規 模 施 設 で あ っ て 、 新 条 例 第 86 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 規 則 で 定 め る も の に 該 当 す る も の に つ い て は 、 条 例 第 86 条 第 ２

項 、 第 87 条 及 び 第 88 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

５  施 行 日 前 に 大 気 汚 染 防 止 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ２ 年 法

律 第 39 号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 ） に よ る 改 正 後 の 大 気 汚 染 防

止 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第 97 号 。 以 下 「 新 法 」 と い う 。 ） 第 18 条 の 17

第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ た 特 定 粉 じ ん 排 出 等 作

業 に 係 る 建 設 工 事 に つ い て は 、 新 条 例 第 89 条 、 第 89 条 の ２ 、 第 91

条 及 び 第 93 条 か ら 第 95 条 ま で の 規 定 は 適 用 せ ず 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。  

６  新 条 例 第 89 条 、 第 89 条 の ２ 及 び 第 91 条 か ら 第 95 条 ま で の 規 定 は

、 施 行 日 か ら 起 算 し て ７ 日 を 経 過 す る 日 以 後 に 着 手 す る 建 設 工 事

（ 旧 条 例 第 92 条 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ た 石 綿 排 出 作 業 に 係 る 建

設 工 事 で あ っ て 同 日 前 に 着 手 し て い な い も の （ 以 下 「 届 出 が さ れ

た 未 着 手 の 工 事 」 と い う 。 ） 及 び 施 行 日 前 に 新 法 第 18 条 の 17 第 １

項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ た 特 定 粉 じ ん 排 出 等 作 業 に

係 る 建 設 工 事 を 除 く 。 ） に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 か ら 起 算 し て ７

日 を 経 過 す る 日 前 に 着 手 し た 建 設 工 事 （ 届 出 が さ れ た 未 着 手 の 工

事 を 含 む 。 ） に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

７  附 則 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 前 に 改 正 法 に よ る 改

正 前 の 大 気 汚 染 防 止 法 第 18 条 の 15 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る

届 出 が さ れ た 特 定 粉 じ ん 排 出 等 作 業 を 伴 う 建 設 工 事 に 係 る 附 則 第

１ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等

に 関 す る 条 例 第 92 条 及 び 第 94 条 の 規 定 に よ る 届 出 並 び に 第 94 条 の

２ の 規 定 に よ る 説 明 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

８  新 条 例 第  126 条 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 条 例 第  124 条 第 １ 項 各

号 に 掲 げ る 事 項 を 変 更 し た 者 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 同 項 各

号 に 掲 げ る 事 項 を 変 更 し た 者 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

９  施 行 日 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。  

 




